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１．商品名 ・ 切り替えプラン 12．その他の事項
できませんのでご留意ください。

２．ご利用いただける方 ・
  一般社団法人しんきん保証基金の保証を受けられる方。

(1) 返済の見込みがある方。 ・ 当金庫の営業地区
(2) 借換え時点で延滞していない方。 大阪市 交野市 藤井寺市
※ 保証基準に合致する場合でも、保証審査において返済性が低いと判断される時は、 門真市 富田林市 枚方市

お断りさせて頂くことがあります。 東大阪市 大阪狭山市 柏原市
大東市 守口市 摂津市
豊中市 寝屋川市 箕面市
吹田市 松原市 高槻市
羽曳野市 四條畷市 茨木市

３．お使いみち ・ 堺市 八尾市 池田市
(1) 当金庫の基金保証付カードローンの借替資金 伊丹市 尼崎市
(2) (1)以外の自金庫の基金保証付ローン借替資金（保険ローン・住宅ローンを除く）

◆ お申込みに際しては、事前の審査をさせていただきます。
・ カードローンご利用の方が亡くなられた場合の相続人の方による切替プランのご利用 結果によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承下さい。

については、以下の資料をお持ち頂き、当金庫までご相談ください。
【戸籍謄本または除籍謄本等、亡くなられた事実と相続人の方が確認できる資料】

４．ご融資金額 ・

５．ご融資期間 ・
(1) ３０万円以内 ：３ヶ月以上３年以内 ※１
(2) ３０万円超１００万円以内 ：３ヶ月以上５年以内 ※２
(3) １００万円超２００万円以内 ：３ヶ月以上８年以内 ※３
(4) ２００万円超５００万円以内 ：３ヶ月以上１０年以内

６．ご融資利率 ・ ・・・年７．０％（固定金利・保証料込）
・ ・・・年８．０％（固定金利・保証料込）
・ ・・・年９．０％（固定金利・保証料込）

７．保証料 ・ ご融資利率に含まれておりますので、別途お支払いは不要です。

８．担保・保証人 ・ 一般社団法人しんきん保証基金の保証を利用しますので、担保・保証人は
原則として不要です。

９．ご返済方法 ・
※ 貸付金額の５０％以内につき６ヶ月毎の増額（ボーナス）返済併用も可能です。

・ 元金返済の据置はできません。
・

10．手数料 ・

11．必要書類 ・
(1) 本人確認書類（写）

次の条件を全て満たしている個人(給与所得者・個人事業主)で

※１  当金庫が特に認めた場合は５年以内とすることができます。
※２  当金庫が特に認めた場合は７年以内とすることができます。

保証金額に応じて保証期間決められています。

対象となるもの

１万円以上５００万円以下（１万円単位）

確認書類として、次の書類をご用意していただきます。

当金庫、他金庫を問わず本ローン完済まで基金保証付カードローンの新規保証利用は

毎月元金均等または元利均等割賦返済

一括返済方式は対象外です。

不要

保証期間３ヵ月以上３年以内
保証期間３年超５年以内
保証期間５年超

※３  当金庫が特に認めた場合は１０年以内とすることができます。
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